
船舶事故等調査報告書 
平成２７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第２１７号 

事故等種類 衝突（かき筏
いかだ

） 

発生日時 平成２６年１２月２３日 ０３時５５分ごろ 

発生場所 広島県坂町観音
かんのん

埼南方沖 

屋形
や か た

石
いし

灯標から真方位０８４°１,４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１７.９４′ 東経１３２°２９.６９′） 

事故等調査の経過  平成２６年１２月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

押船 わこう２、１９トン 

 １３８－１０１広島、日興マリンサービス株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部に擦過傷 

かき筏 １台が分断 

 事故等の経過 本船は、船長ほか２人が乗り組み、船長が、単独の船橋当直につ

き、約１１ノットの対地速力で自動操舵により観音埼南方沖を北進し

た。 

船長は、レーダーを作動させていたものの、レーダー画面にかき筏

が映らなかったので付近にはかき筏はないと思って航行していたとこ

ろ、平成２６年１２月２３日０３時５５分ごろ本船が‘観音埼南方沖

のかき筏’（以下「本件かき筏」という。）に衝突した。 

船長は、海上保安庁に本事故の通報を行った。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項 本船の喫水は、本事故当時、船首約１.５５ｍ、船尾約３.００ｍで

あった。 

船長は、本事故発生までに本事故発生場所付近を３回航行したこと

があり、そのうち夜間に１回航行したことがあった。 

船長は、本件かき筏の存在を知っていたが、その正確な位置を知ら

なかった。 

船長は、航行船舶が少ない時間帯なので、レーダーの感度調整を行

っていなかった。 

本事故当時、他の乗組員２人は自室で休息していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 本船は、観音埼南方沖を北進中、船長が、本件かき筏の存在を知っ

ていたが、その正確な位置を知らず、また、レーダーに本件かき筏が

映っていなかったことから、本件かき筏に向けて航行していることに

気付かず、本件かき筏に衝突したものと考えられる。 

 船長は、レーダーの感度調整を行っていなかったことから、レーダ

ーに本件かき筏が映っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、観音埼南方沖を北進中、船長が、本件か

き筏の存在を知っていたが、その正確な位置を知らず、また、レーダ

ーに本件かき筏が映っていなかったため、本件かき筏に向けて航行し

ていることに気付かず、本件かき筏に衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・予定航行海域の水路情報を事前に入手しておくこと。 

 ・レーダーの感度調整を行うこと。 

 


